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近世ヨーロッパにおける戦争と国家形成

近世ヨーロッパにおける戦争と国家形成
ヨーロッノ晞者国家体系・宗派化・戦争^

ヨーロッバ史における「近世」、すなわち15世紀末から19世紀初頭におよぶ三百年を、「国民国家形成のた

めの前史」として見なすことは、昨今許されなくなってきてぃる。周知のとおり、宗教改革を契機として複

数宗派による競合ないしは並存が常態となったことにより、ヨーロッパはもはや中世的な「ーつなるキリス

ト教共同体」ではなくなった。このことが、宗派の相違をこえて臣民の規律化と管理統制を強化すること

(「宗派化」)につながったために、ヨーロッパはより世俗化された領域的な主権国家群として、その様相を

呈することとなった。

「領域的」な「主権」国家の編成原理については、「社団国家」論ないしは「複合国家」論の立場から、つ

とにその内容が明らかにされてきた。これらの議論が共通して強調してきたのは、中央政府(多くの場

合は王権)の支配下にあった諸々の領域を統治する椛限が現実には現地の身分団体や都市といった諸身分に

よって掌握されていたために、中央政府の下にあると想定されていた「主権」そのものが、諸身分によって

r分有」されていたことである。こうした特徴は、それじたいで十分にヨーロツパ近世に固有の側面をなし

てぃるしかしながら、国家統合の視点のみから亊態を単純化してしまうと、中央政府による諸領域の絖合

が進んでぃけぱ、その先には、19世紀以降にその本格的な展開を見せることになる、国民国家の形成に向か

うプロセスが続くことになる。このように、いささか短絡的な視点にとらわれてしまうと、ヨーロツバ近世

は「国民国家形成のための前史」として位置づけられかねない。そうではないとするならば、この時代が有

するもうーつの特徴とは何だろうか。

第二の特徴とは、先に述べたとおり、領域的な主権国家「群」として、言い換えれぱ、ーつのまとまりを

なす、原初的な主権国家のシステム(「ヨーロッパ諸国家体系D として、ヨーロッパ世界が立ち現れたとこ

ろにある。この時代に各地の領域国家を核としてネイションの形成が進展したのは確かだが、その一方で、

こうした動向とは相反するトランスナショナルとでも呼ぶべき動きも存在した。宗教、政治、商業において

ヨーロッパ規模の範囲で展開された、様々な人的ネットワークがこれに相当する。これらのネツトワー

クが構築される前提として、そもそも近世ヨーロッパ世界が個別のネイションを超えて交流しうるーつのシ

ステムをなしてぃたこと、すなわち「ヨーロッパ諸国家体系」が形成されたことが考慮されなくてはならな

し、

1)「社団国家」論にっいては、次の文献を参照。二宮宏之「フランス絶対王政の統治構造厶同「フラン
スアンシアン・レジーム論^社会的結合・権力秩序・叛乱^」岩波誓店、 2007年、 219-262頁。

柴田三千雄「近代世界と民衆連動」岩波杏店、 1983年、 78-99頁。「複合国家」論については、さしあた

り、次の文献を参照、。近藤和彦「近世ヨーロッパ」r岩波講座世界歴史16 主権国家と啓蒙」岩波書店、

1999年、 45頁。

2)近世ヨーロッパにおける多様なネットワークの展開にっいては、西川杉子が牽引者となり、共同研究

が進められてぃる。西川を代表者とする科学研究贅補助金(基盤研究B)による共同研究「近世ヨーロ

ソパにおける宗教・政治・商業空問の構造展開」(2006-20仭年度)の研究成果が、 roDYSSEUSJ (東

京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻紀要)別冊1(2009年)として刊行されている
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諸国家体系が形成されたヨーロツパの近世は、他の時代には類例をみないほど、戦争が引き続いた時代で

もあった。ヨハネス・プルクハルトは、r戦争の頻発」を近世の時代的特徴であるとして、戦争を焦点にす

えることにより、近世ヨーロツパの体系的な把握を目指した。ブルクハルトの試みの中核をなすのは、「戦

争の頻発」をもたらした原因を、主権国家の不安定さ、さらにはこれらの原初的な主権国家群から成る、形

成途上の諸国家体系の不安定さに求めようとする認、識であるこうした認識から、国家 r問」の戦争であっ

た近代以降の戦争とは異なり、国家の形成ないしは国家への帰属意識(アイデンティティ)の形成を促進す

る主要因として戦争を捉える視点が得られた。諸国家体系と国家の形成を論じるにあたって、宗派化、(歴

史的政治文化としての)記憶、経済化国家の未分離)という、これまでの研究においても重視されてきた

三っの諸力を組み込むことで、プルクハルトは、近世ヨーロッパを体系的に把握しうるシェーマを提起する
ことを試みた

筆者は、 2007年度から2009年度までの3力年にわたり、日本学術振興会から科学研究費補助金(基盤研究

B)の助成をうけて、共同研究「近世ヨーロッパの戦争から見る国家とアイデンティティの形成に関する総

合的研究」を行った。この共同研究を遂行するにあたって、参照枠としたのが、プルクハルトの議論とり

わけ1997年に公刊された大部の論文「平和なき近世^ヨーロッパの恒常的戦争状態に関する試論」(以下、

r平和なき近世」)である。筆者のねらいは、神聖口ーマ帝国の国制(帝国国制)の枠組みを再評価する

ことをも念頭においたブルクハルトの議論に対し、他の地域の事例と対置させながらこれを相対化すること

により、近世ヨーロツパを理解するための新たな認識枠組みを獲得することにあった。比敕対照の見地から

プルクハルト説の検討を行うために、筆者は五名の研究分担者から協力をいただくことができた(イングラ

ンド:指昭博、井内太郎、フランス:佐々木真、ポーランド:小山哲、スウェーデン:古谷大朝D。さらに、

ブルクハルトをはじめ、被が所属する、アウクスブルク大学ヨーロッパ文化史研究所のスタッフにも、海外
からの研究協力者として、私たちの共同研究に参加してぃただいた4)。

本猯は、この共伺研究で得られた成果をも援用しっつ、ブルクハルト説の妥当性とその可能性にっいて、

検証を試みるものである。検証の作業にあたっては、r平和なき近世」、ならびに、この論文の論点を継承

発展させた内容でもって、共同研究の過程で行われた講演 r近世ヨーロッパにおける戦争・と平利」(2008年
11月、 D、下、「戦争と平和」)を取り上げることにしたい。

西洋史学

3 ) Johannes B山'khardt," Die Frledlosigkeit der Fruhen NeU2eit Grundlegung elner Theone der BeⅡIzitat

Europas",in: Zιltschア1元πιIHistoriSιhι F07'sch1ι?1g, Bd 24-4,1997, PP.509-574.以下、" Frledlosigkelt"と
略記。邦訳:ヨハネス・ブルクハルト、鈴木直志訳 r平和なき近世(上) ヨーロッパの恒常的戦争

状態に関する試論」『桐蔭法学」第8巻第2号、 2002年、 198-255頁(以下、「平和なき近世(上)」と略
記)、 r同(下)j r桐蔭法学」第13巻第 1・号、 2006年、 91-146頁(以下、「平和なき近世(下)」と略記)
プルクハルトは1943年に生まれ、ハンプルク、テュービンゲンの両大学で歴史学、哲学ゲルマニステ

イクを修め、アウクスプルク大学近世史講座教授を経て、アウクスプルク大学ヨーロッパ文化史研究所
に着任した後、長らく同研究所のディレクターを務めてきた。 2008年には同研究所を定年により退職し
たが、その後も研究所に籍を迅いて、研究活動を継続している。「平和なき近世」の研究史上の意毅をは
じめ、政治史、経済史分野に関するプルクハルトの学蔀責の位遣づけにっいては、鈴木による「訳者前文」
を参照されたい0 加えて、近世ヨーロッパにおける rメディア革命」(活版印刷術の発明とこれに関連し
て展開した多様な惰報伝達など)をはじめとするメディアの諸相にっいても、積極的に研究を展開して
おり、当該分野に関する知見を織り込んだ薯作も多数著している。代表的な著作としては、以下を参照。
Burkhardt, Das Rι/0ナ'111αh'011Sjahナ、h1ι11dιガ.' Detιtschι Geschichtι 21ι,iscj1ι11 Uιdiι11才ι110hιh'0π 1ιフ1d

乃Ishhιh011e11bild1ι11g 2517-1617, stuttg3rt 2002

4)共同研究による研究成果にっいては、和文版、欧文版の双方で、研究成果報告霄としてまとめてぃる。
渋谷聡編 r近世ヨーロツパの戦争から見る国家とアイデンティティの形成に関する総△的研究 2010年
(以下、 r研究成果報告霄」と略記)O Akira shibutat11(ed.), rhι Sylthιh'c shイdy α601ιtthι F0力παh011 QI,

StatιS απd ldι11hb,/ro"1the viιWつ0力lt qf' walS 力1 三αナ・1y uode力1 三記ア0つし,2010
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本章で検討するプルクハルトの論文「平和なき近世」は、鈴木直志によって翻訳されている。以下では、

鈴木による解説もふまえることにより、プルクハルト説の概略を大まかに示すことにしたい。

近世の時代的特性として、戦争が頻発したことにプルクハルトは着目する。戦争の頻発という現象につい

て、彼は「戦争の凝集」 Kriegsverdichtung、「平和のなさ」 FriedloS喰keit ないしは「恒常的な戦争状態」

BeⅢZitatといった概念を用いて表現してぃる。「平和なき近世」は、「戦争の凝集」(戦争の頻発)を焦点と

して、近世ヨーロッパ史の体系的な把握をはかる試みである。

ブルクハルトによれぱ、この時代における「恒常的な戦争状態」は、生成途上にあった主権国家そのもの

の不安定さ、さらには不安定な諸国家を構成要素とする諸国家体系そのものも不安定であったことによりも

たらされた状態であった。それと同時に、この諸国家ならびに諸国家体系の不安定さが、戦争をつうじて、

いってぃ程度解消されたことにも注目されなくてはならない。この点からすれぱ、近現代における戦争が、

一応の完成を見た国家と国家の間で展開された戦争、すなわち国家「問」の戦争であったのに対して、近世

の戦争は、国家を生成する戦争、いわぱ国家「形成」の戦争であった、とされる

以上のような目的のもとに執筆された r平和なき近世」は、次のような構成をとっている。

近世ヨーロッパにおける戦争と国家形成

ブルクハルト説の概略について

平等の欠如:形成途上の諸国家体系における対等な秩序をめぐる紛争

a 普遍主巽に立脚する諸勢力の競合と縮小

b 地方の諸身分による下からの国家形成の承認をめぐる開争

C 二元的な帝国体制がもたらす平和の撹乱

制度化の未成製V 不完全な国家が持つ安定性の欠如

a 君主制ないし王朝の頂点が抱える不安定性

b 軍事面での不安定化要因

自立性の不足:戦争という随伴現象を伴いながら国家形成を支えた諸力

a 宗派による支え

b 経済による支え

C 記憶による支え

結論と展望:・恒常的戦争状態の時代理論から動的な平和理論へ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

1において、近世における戦争と国家に関して、大前提となる見通しが示される。カトリックの普遍

主牲にもとづく「ひとつのヨーロッパ」から出発したこの世界においては、風家問の対等原則は所与の前提

ではなかった。普遍主毅を標枕する諸勢力問の競合、さらにはこれらの強国に対して、下からの国家形成

(独立)の承認を求めて反旅を棚した地方の諸身分の闘争が、「形成途上の諸国家体系における対等な秩序

をめぐる紛争」(傍点鉦者)として展開されたために、城争が頻発したのである。ここには、複合国家を主

要な関心の対象としていたにもかかわらず、「軍U工技術の変革にともなう大規模な人的かつ物的資源の調達

を社会に要請することをつうじて、染約的な国家経営の原点が築かれた」とした「軍事革命」論者の見通し

に対し、近世固有の国家観ならびに社会観を織り込むことで、これを乗り越えようとするプルクハルトの意

5 ) Burkhardt," Krieg und Frieden im fruhneuzeitlichen Europa".in ' shibutani(ed.), OP.ιlt., PP.47-66:邦

訳:プルクハルト、鈴木直志訳 r近世ヨーロッパにおける戦争と平和」、渋谷編 r研究成果報告霄」、 53

ーフ1頁(初出は r桐蔭法学」第15巻第 2号、 2009年、 1-22頁)。なお、本講演のエッセンスは、次の論

文において示されている。 Burkhardt."Auf dem xveg zu einer Bildkultur des staatensystems. Der

Westfalische Frieden und die Druckmedien", in: Heinz Duchhardt (Hrsg.), Dιア' 1VιSグαh'schι Fアiedι

D功10"1αhι一つoh'h'schι ZaS1ぴーえtιlhイrι11ιS U"むf'ιld - Rι2ιつtiωIsgιSchichtι, Manchen 1998, PP.81-114

6 ) Burkhardt,"Friedloslgkeit", PP 515-538 プルクハルト、鈴木訳 r平和なき近世(上)」 208 -228頁



図が示されている。ここで重要な論点、となりうる、 r軍事革命」論との関連については、第3章で述べるこ

とにしたい。

普遍主毅諸国の競合を縮小させる契機となったのが、国家間に相互対等の原則をもたらした、1648年のヴ

エストファーレン(ウェストファリア)講和会議である。この会議において、ハプスブルクの大帝国は解体

され、条約を締結する当事者たちは互いに主権国家の代表として認め合うことになった。「戦争・と平和」で

は、 r多数国家(の並存)J Mehrstaatlichkeit が原則とされたところに、ウェストファリア講和会議の意巽

力靖忍められている。諸国家体系の進展にとって重要な起点となった、ウェストファリア体制との関連に

ついては、第2章でふれることにする。

普遍主巽的な国家形成の道と地方の身分制にもとづく道とが、神喪口ーマ帝国ほどに持続的に絡み合って

いたところは他にない。帝国という普遍的な次元では、諸領邦にまたがる帝国の諸機関(帝国首長、帝国議

帝国裁判所、帝国クライス)が制度的に完成されていた。個々の帝国諸身分が統治権を有する領邦や都
^
ユエ、

市の次元では、各領域の行政力靖忍められていた。この二重国家の性質こそが今日にまでおよぶドイッの連邦

制の基礎をなしており、帝国に攻撃戦争や対外拡張戦争を許さない仕組みを生み出した「平和なき近

世」では、帝国そのものが r専守防偉殆りな性格」を有していたにもかかわらず、近隣諸国(とりわけルイ14

世親政期のフランス)との関係から、対外載争に巻き込まれてしまったことが述べられてぃる)が、 r戦争
と平チ山では、ウェストファリア条約以後は、帝国のみが「平和の孤島」となりえたとされ、帝国に対する

さらに積極的な評価が示されている。この点については、第2章でコメントを加えることにしたい。

Ⅱでは、当時の国家が抱えていた不安定要因として、主要な二つの要因について検討がなされている。

とりわけ、二つめの不安定要因とされている、 r軍事面での不安定化要因」として、軍事企業家(傭兵隊長)

に軍隊行政を委託せざるをえなかった、「当時の軍事組織に特有の未成熟状態」があげられているのは興味

深い。明示的には示されていないものの、ここには「軍事革命」論に対する重要な批判点のひとつが継承さ

れているからである。

ここまでの議論をふまえたうえで、Ⅲにおいては、「戦争という随伴現象を伴いながら」、不安定な国家に

いっていの安定性をもたらした要因として、宗派・経済・記憶の三者が検討される。「軍亊革命」論者に

とっては、国家形成を促進する要因として重要性を有したのは「軍弓吋支術の変革(革命)」であったのに対

し、これを補う要因としてこの三者が埀視される。とりわけ「き釜済」の垂要性を論じるに際しては、「軍事

革命」論を批判的に継承するなかから提起された、ジョン・プリュアによる「財政=軍事国家」論が援用さ

れていることが重要であろう。また、r宗派」と嘴己憶」(ローマ帝国理念の普遍主猫諸勢力による継承

フ) Burkhardt, OP. cit. P.52フプルクハルト、同上邦訳、 218頁。

8) Burkhardt.叩 Cit,PP.537-538 プルクハルト、前掲邦訳、 225-227頁。帝国の連チ帥り体制については、

さしあたり次の拙著を参照。渋谷聡 r近世ドイツ帝国国制史研究^等族制染会と帝国クライス^」
ミネルヴァ毛1房、 2000年。

9 ) Burkhardt, OP. cit.. PP.537-538.フ'ルクハルト、市井易手11訳、 227 -228頁。

1の Burkhardt," Krieg und Frieden im fruhneuzelt!ichen Europa",in: shibutanl (ed.),0つ. cit., PP.56-57.プル

クハルト、鈴木直志訳「近世ヨーロッパにおける戦争と平和」、渋谷編 r研究成果報告轡」 61-62頁。

ID Burkhardt,"Frledlosigkeit". PP.538-548.ブルクハルト、鈴木訳 r平和なき近世(下)」 92 -101頁。

12) Burkhardt,OP.cit,PP 548-570.プルクハルト、同上邦訳、 101-123頁。なお、私たちの共同研究では、

井内太郎が普遍主襲と経済の関連、佐々木真が普遍主裟、宗派、記憶の三者の関連について、他地域の

事例にもとづく研究を行い、プルクハルトの指摘をさらに展開させた。井内太郎「近世ブリテン帝国と

アルマダの戦い」、渋谷編 r研究成果報告書」 8-20頁。佐々木真「戦争と17世紀のフランス^正戦と

王国の記憶^」、渋谷編 r研究成果報告霄」 30-37頁。

13) Burkhardt. OP. cit, P.557, note 189.フ'ルクハルト、鈴木訳 r平和なき近世(下)」 109頁、 138 -139頁

q主189)。]ohn Brewer, rhι S力1ι1ι,s ojp01υιお.1Vαア,1π0πι夕απd thι三πξhsh statι 1688-1783, London

1989.邦訳:ジョン・プリュア、大久保桂子訳 r財政=軍事国家の衝撃戦争・カネ・イギリス国家

1688-1783^」名古屋大学出版会、 2003年
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など)によって、国家を支える言説が形成される折には、大前提としての r普遍主巽」が関わってくるであ

ろうことは言うまでもない。宗派に関しては、ハインッ・シリンクの議論を継承しながら、国際システムの

形成にあたって宗派化KonfessionalisieNngが果たした役割の大きさが注目されている。宗派ないしは宗派

化をめぐる議論については、第2章で論ずることにしたい。

以上、不十分ながら、ブルクハルト説のエッセンスを概括してみたブルクハルトの議論には、「軍事革

命」論、「複合国家」論、諸国家体系(ウェストファリア体制)と宗派化など、 1980年代以降、近世ヨーロ
^

而冊、

ソパ史の研究において焦点とされてきた論点が、各所にちりぱめられている以下では章をあらため、いく

つかの論点にしほって、検証を試みることにしたい。

(143)

近世ヨーロッパにおける戦争と国家形成

国際法史研究においては、おおむね次の二つの点が重視されてきた。第一に、諸国家体系が形成されるう

えでウェストファリア条約が起点をなしたこと、第二に、この点と関わりながら、同条約が宗派化にとって

は終点としての意義を有したこと、以上の二点である。以下では、明石欽司の研究、ならびに国際法史

研究にも少なくない影響を及ぽしている近世ドイツ国制史(帝国国制史)研究との関連では、伊藤宏二の研

究にも依拠しつつ、プルクハルト説を理解するうぇで必要な議論を整理しておくことにしたい。

「近代の国際関係と国際法の歴史はウェストファリア条約とそれによって設定された「国際」関係をもっ

て始まる」とする評価が、ウェストファリア条約に対する伝統的な評価である。要するに、ウェストファリ

ア条約により設定された近代的な、国際法的規範もふくめた、国家間関係の統オ本を「ウェストファリア体

制」と名づけ、これとの比較において現代の国際関係や国際法の変化を考えるという思考方法である。こう

した認識は、国際政治学、国際関係論、国際法学の研究では依然として通用している。翻ってヨーロッ

パ近世史研究にそくして見るならぱ、ウェストファリア体制の成立、すなわち1648年を分岐点として、それ

以前を近世の前半期、それ以後を近世の後半期とみなす見方が、陪黙の了解亊項とされてきた観がある。

しかしながら、こうした伝統的評価も、国際法史の領域においては、およそ1990年前後から、見直される

ようになってきた。その結果、ヨーロッパ政治社会の長期にわたる変容過程のなかにウェストファリア条約

を位慥づけることにより、これを全ヨーロッパにおよぶ国際法システムの「萌劣勺とみなし、「勢力均衡」

という政治的原理がここから徐々に定着してぃった、とする評価へと変わりっつぁる 7。その際にとりわ
け重要なのは、明示的に言及されてはいなかったものの、当事国(および帝国諸身分)による「条約擁護峩

務」、当事国のための r同盟権厶条約規定に述反する国家に対する「干渉権」が承認、されていたため、勢力

均衡を維持するための要素が、ウェストファリア条約の中に確実に含まれていたことである 17世紀後

半においても戦争は頻発し、その都度講和条約力沫吉ぱれたが、これらの諸条約には、勢力均衡に関する言及

は見られなかったにもかかわらず、何らかの形でウェストファリア条約への配慮が示されていた。ウェ

ストファリア条約の効力が全面的に承二忍され、勢力均衡を構築し、維持する構えが初めて示されたのは、ス

2 ヨーロッバ諸国家体系と宗派化

①ウェストファリア体制と宗派化

14)明石欽司「欧州近代国家系形成期の多数国問条約における r勢力均衡」概念」r法学研究」第71巻第7

号、 1998年、 49-80頁(以下、 r第 1論文」と略記)。同「ウェストファリア条約研究の現在^国際法

史研究の一側面^J r法学研究」第75巻第2号、 2002年、 29-55頁(以下、 r第 2論文」と略記)。

15)伊藤宏二 rヴェストファーレン条約と神聖口ーマ帝国^ドイツ帝国諸侯としてのスウェーデン^」

九州大学出版会、 2005年。

16)明石、「第 2 論文」 30-33頁。

17)明石、同上論文、 39-41頁。

18)明石、「第 1論文」 54-57頁。

19)明石、同上論文、 59-64頁。



ペイン継承戦争の講和条約であるユトレヒト条約(1714年)においてであった。この条約では、「フランス

とスペインという大国が結合し、他国に対して支配的地位を築くことを抑止する」という目的が当事国間で

共有されてぃたため、勢力均衡によるヨーロッパ全体の平和の構築とその維持が意識されてぃた2゜)。
プルクハルトにおいても、ウェストファリア体制に関するこのような認識は、共有されてぃる。前述した

とおり、彼によれば、ウェストファリアの講和会議において「多数国家が対等である」とする原則が認めら

れた0 しかしながら、この原則が定着を見たのは、スペイン継承戦争の終結以降、すなわちユトレヒト条約

締結以降のことであり、勢力均衡の原理のもとで、諸国家体系という新しい国家問平等の原則が理解される

ようになった、とされる。

わが国の研究者からも注目が寄せられてきたシリンクは、宗派化の観点からウェストフフり7体制にっい

ても言及している。シリンクによれぱ、ウェストファリア条約が受容されたことにより、同時代およぴ後世

に対して、二つの帰結がもたらされた。第一に、前述の指摘とも重なるが、この条約およびこれ以後の諸条

約が、条約当事国問の同等性にもとづいていたことである。国家間の同等性は、ヨーロッパの政治文化的伝

統となり、普遍主巽を排除し、国家間の多様性をも保護することになった。第二の帰結は、政治の宗派体制

からの解放である。啓蒙主裟以降の世俗化とは異なるものの、同条約の政治理解からは、宗派的な要素が後

退することになった。ウェストファリア条約以降、ヨーロッパでは宗教戦争が不可能化されたのはそのため

である。以上のような認識から、ウェストファリア条約は宗派化の終貞として、位置づけられてぃる。

宗派および宗派化の及ほした影響について、プルクハルトはおおむねシリンクの説を認め、宗派化が国内

においては国家形成を進め、国際政治のレベルでは諸国家体系の前段階となる国際システムの形成を促進し

た点に注目している。しかしながら、宗派化の終点という問題に関してはシリンクの理解とは異なり、

18世紀にいたってもなお、宗派に端を発した国家対立が影響を及ぽし続けたとしてぃる。宗派問題が戦争の

誘因でなくなるのは、18世紀後半以降に宗教的寛容と国家の自律が確立した後のことであるとされてぃ
24)

る
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以上から、プルクハルト説においては、ウェストファリア体制に関連して、次の二点が配慮されてぃると

いえよう。第一に、国際法史研究の新たな動向がふまえられ、ウェストファリア条約によって生み出された

多数国家の並存・対等の関係、すなわち勢力均衡の原理は、1714年のユトレヒト条約締結の時点までの長期

的な過程のなかで、ヨーロッノ晞者国によって経験され、学ぱれていった、とする理解にもとづく。第二に、

1648年を宗派化の終点と見なすシリンク説に対しては、18世紀後半にまでその影響が及んだものとする修正

がほどこされた。概括するならぱ、 1648年を絶対的な区切りと見なすのでなく、そこからおおむね18世紀半

ぱまでにおよぶ長期のプロセスとして、ウェストファリア体制を再定毅した、ということになるだろう。

なお、こうした理解にもとづいて、諸国家体系における神聖口ーマ帝国の連邦制的な編成を重視する立場

から、帝国が攻撃戦争や対夕村広張戦争を許容しなかったために「平和の孤島」となりえたことが、プルクハ

ルトによって強調されてぃる 5。しかしながら、連邦制的な編成において要の位冊をしめた帝国議会にっ
いて見るならぱ、宣戦布告・条約締結などの重要案件に関する決定権にっいて、再三讓論が重ねられたにも

かかわらず、迎邦を構成する帝国諸身分の票決権に配慮するあまり、実効的な手続きを定めるにはいたらな

かった。帝国議会そのものは、平和形成にむけて有効な決定を下すことができなかったのである。むしろ実

際に平和の緋持に貢献したのは、帝国の諸制度と連携しながら地域ごとに結ぱれた等族同盟であっオ、鬮。
したがって、帝国の連邦柳拍りな編成を過度に強調する点にっいては、なお留保すべき余地がある。

0

2の明石、同上論文、 67ーフ1頁。

21)前掲の註7)を参照。

22)伊藤、前掲書、 20 -24頁O Heinz shiⅡing,"Der weSぜalische Friede und das neU2eldiche pr0川 Europa
in: Duchhardt (Hrsg.),0つ. cit.. PP.1-32

23) Burkhardt,"Friedlosigkeit", PP.552-553.プルクハルト、鈴木訳「平和なき近世(下)」 104 -105頁。
24) Burkhardt, OP. cit.. PP 553-554.フ'ルクハルト、同上邦訳、 106 -107頁
25)前掲の註10)を参照。
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宗派化の影郷が及んだ時期の下限(シリンクでは1648年、プルクハルトでは18世紀半ぱ)に関しては、近

世ポーランド・りトアニア史の立場から、小山哲により新たな提起がなされた。小山によれぱ、ポーラ

ンド・りトアニア共和国では、ウェストファリア体制の成立以降に r宗派化」の傾向はむしろ強化された。

それは、次の二つの時期に集中的に現れる。すなわち、17世紀後半から18世紀前半においては、ロシア、ス

ウェーデン、オスマン帝国など非カトリック諸国との戦争が引き続いたために、共和国における軍隊と社会

の「カトリックイヒが促された。他方、第一次ポーランド分割が生じた18世紀後半には、分割を行った三国

にとっては「宗派」が戦争遂行を正当化するイデオロギーとして機能し、解体の危機に瀕した貴族連合型国

家ポーランドの側では、「国民的結集」の核として「宗派」がなおも機能していた。こうした事例をふまえ

ることにより、近世的な複合国家による r戦争の凝集」状態から近代的なネイションの形成をめぐる戦争へ

の移行ないし転換を展望するうえで、宗派化が興味深い素材となりうることが示されている。

近世ヨーロッパにおける戦争と国家形成

イングランドにおいては、大陸ヨーロッパとは異なった文脈で、宗派化を語ることができそうである。イ

ングランド艦隊によるスペインのアルマダ艦隊撃退 a588年)が「神話イヒされるプロセスから、指昭博は、

プロテスタント国家としてのイングランドの宗派化について論じている。

アルマダ海戦の神話化は、同時代から始まっていた。当時、戦いの背後では、書物やパンフレット、図像

を通じて、愛国主巽が鼓吹され、スペインへの敵意が煽られていた。さらにこの戦争は、「宗教戦争」とし

て語られていた。すなわち、敬虔なカトリック教徒であるフェリぺ2世により、このイングランド遠征が異

端討伐の戦いと見なされていたのに対し、イングランド側では、海戦での勝利がイングランドとその宗教

(プロテスタンティズム)に与した結果であると理解された。このような理解から、プロテスタントの神に

選ぱれた国という意識が生まれたと考えられる。

このようなアルマダ撃退の位置づけと取り扱いは、戦いの後にも、さらにはエリザベス1世の治世が終わ

つた後にも継承されたここから、エリザベス女王の神格化と反カトリック言説が生じ、様々な図像イメー

ジによるその具体化をへることにより、「プロテスタント国家」としてのイギリスを支える神話が形成され

ることとなった。すなわち、アルマダ撃退の神話化は、言説と視覚メディアを通じて神話化されることで、

プロテスタント国家としてのイングランド(イギリス)における国民意識の基盤を形成することになった。

こうしたプロセスに、指は一種の r宗派化」のプロセスを読み取っているすなわち、「反スペイン=反

カトリック」という枠組みがつくられ、継承されることで、神学的には性格の暖昧なイングランドの rプロ

テスタント信仰」が、プロテスタント国家を支える中核の位置へと高められたからである。

(2)イングランドと宗派化

本章では、 r戦争の頻発」に関するプルクハルトの枠組みを、マイケル・ロバーツ、ジェフり・バーカー

ら、アングロサクソン系研究者によって主ミされてきた、r軍事革命」論との関迎から検討することを試み

26)渋谷聡「神聖口ーマ帝国における平和形成^帝国議会との関連から」、渋谷編 r 成果報告霄」

120 -124頁。 Akira shibutani,'、Friedensbildung und Reichstage im Alten Reich",i ' sh山Utani (ed.),0つ.

dt.,PP.120-125.ブルクハルトの議論に対する批判点の選択にあたっては、皆川卓の論考が参考になっ

た。皆川卓「神聖口ーマ帝国は連邦国家か?」「創文」 518号、 2009年、 6 -9頁。同「ハプスプルク朝

神聖口ーマ帝国統治体制の諸相」、佐藤勝則編 r比較連邦制史研究」多賀出版、 2010年、 63-98頁。

27)小山哲「r軍事革命」の向う岸^近世ポーランド・りトアニア共和国における軍隊・国家・宗教」、

渋谷編 r研究成果報告霄」 44-50頁、ここでは48-50頁。

28)指昭博「アルマダ撃退の神話化」、渋谷編 r研究成果報告書」 21-29頁。同様の趣旨にもとづく議論は、

リンダ・コリーによってつとに提示されている。りンダ・コリー、川北稔監訳「イギリス国民の誕生」

名古屋大学出版会、 2000年

3 r軍革命」論を超えて
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る。ブルクハルトの議論において、「軍事革命」論に対するアンチテーゼを提示しようとする意図が明示

的に表明されているわけではない。しかしながら、「軍事革命」論、さらにはこれを受けて発展してきた軍

事史研究のなかにプルクハルト説を位置づけてみることにより、プルクハルトのねらいをさらに明確にする

ことができると考えられる。その際、つぎの二点に往目することにしたい。第一に、「軍事革命」論におい

ては、神聖口ーマ帝国(ドイツ)がその「辺境部」として見なされてきたこと、第二に、第二次世界大戦後

のドイツにおいて、軍事史研究そのものが立ち後れてきたことである。しかも、この二つの論点は、「二重

の遅れ」として相互に関連し合っているように見える。いささか穿った見方をすることが許されるなら、こ

の遅れを乗り越えて、より包括的な射程を提示しようとしたところに、プルクハルト説の眼目があるように

思われる。

西洋史学

r軍事革命」論において、神聖口ーマ帝国(ドイッ)の大半の地域は、その普及を見なかった「辺境音山

として扱われてきた。パーカーは、「対攻城砲要塞を築造する rイタリア式築城術」の普及」が帝国では進

まなかったことを指摘し、三十年戦争において戦闘が多かった理由をここに求めてぃる3の。パーカーの基
準からすれぱ、染権的な国家経営とは対極の位皿にあった帝国独自の国家形成については、後述するポーラ

ンドにおける国家形成と同様に、考慮すべき対象とは見なされなかったように思われる。

しかしながら、近世の国家を多様な地域から成る複合体(複合国家)として理解する今日の研究動向から

すれぱ、集権的な国家経営の成立を主要な着眼点とする「軍事革命」論の国家観は、もはやそのままでは成

り立たなくなってきている「軍事革命」の普及を見ずとも、 r宗派化」をーつの有力な契機(1555年の「ア

ウクスプルクの宗教平和」など)として、諸領邦からなる「連邦的体制」を帝国は生み出すことができたか

らである。諸国家体系(ウェストファリア体制)の形成と密接な関連を有していた帝国の存在意巽を強

調することにより、「軍事革命」論の射程では把握しきれなかった、近世国家の特徴的な側面が照射される

ことになったといえよう。

次に、軍事史研究そのものとの関速にそくして考えてみよう。

周知のとおり、r軍事革命」論は、主としてアングロサクソン系の歴史家たちを中心として議論されてき

た。近世のみならず、近現代までをも対象とした軍事史研究全般に関しても、同様に英米の研究者が主要な

担い手であるのが現状である。

これとは対照的に、ドイツにおける軍事史研究は、明らかに立ち後れてきた。第二次世界大戦におけるナ

チズムの経験により、ドイツにおいて軍亊史研究が長らくタブーとされてきたことが、その背景にあったか

らである。このため、近世、近現代の双方において、軍事史研究という分野では、長らくドイッの研究は英

米の研究の後塵を拝してきた。もっとも、 1980・90年代に入ると、とりわけ「軍隊の社会史」ないしは「下

からの軍事史」という切り口から、ドイツにおいても軍琳史研究がさかんに行われるようになってきてぃ
32)

ドイツにおける軍事史研究の活況について、近世史研究の視点から考えてみたぱあい、「軍事革命」論に

(1)「軍革命」論と近世ドイツ史研究

29)「軍事革命」論については、大久保桂子による詳細な紹介と考察がある。大久保桂子 raーロッパ

r軍事革命」論の射程」 r思想」第881号、 1997年、 151-171頁。「軍亊革命」論をめぐる近年の議論にっ

いては、次の文献を参旦電。 Robert M. citino,'、Military Hlstories old and Ne、V: A Relntroduction".1n

A"1ιナ'1'Cα11 Hist0ア1'calReuiιtu, V01.112-4,2007, PP I070-]090

30) Ge0丘rey parker, rhι 111ih'tαナ'y πυohιh'0?1.1Llih'tαアy 1πフ10υαh011 α11d thιアise o/thι IVιSt,1500-1800,
Second edition. cambridge 1996, PP.24-26.邦訳:ジェフり・パーカー、大久保桂子訳「長篠合戦の世界

史^ヨーロッパ軍事革命の衝撃 1500~1800年^」同文舘、 1995年、 37-39頁。

3D 近世の帝国国制に付随した多様な側面に着目した、アメリカ学界における成果のーつとして、次のも

のがあるO poh'hcs aπd socl'ι砂 1πが1ι Hob RO"1απ三"1つiアe 1500-2806 (rhιノ'01ιアNα10fuodι"1Hist0才y
V01.58, supplement),1986
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対する批判点が発展的に継承されてきたことが重要である。その代表的な論点は、「軍税制」に着目するこ

とで、近世国家における「暴力の分散性」に対する注意を喚起した、ディビッド・ A ・パロツトによって提

起された33)。「軍事面での不安定化要因」を論じた節(Ⅱ一b)では、明示的に言及されることはないもの
の、軍事企業家(傭兵隊長)による軍隊行政を統御することができなかった国家の様相が描かれているとこ

ろから、パロットによる批判点が受容されてぃることがうかがえる。さらに、「軍事革命」にともなう背

負いきれない負担を進んで軍事企業家にゆだねることにより、近世国家はこれを社会(都市や農村)に転嫁

することになったわけであるが、ここから、都市に駐屯した軍隊の宿営の実態など、軍隊と社会との接点に

注目する視点がえられ、「軍隊の社会史」が発展する契機になったと見ることもできょう。

このように、ドイッにおける軍事史研究は、「軍事革命」論に対する批判点を有効に受容することにより、

独自の視点と立ち位置をえて、その初期における立ち後れを挽回しっつぁるようにみえる。こうした軍事史

研究の成果もふまえっつ、さらには宗派、経済、政治文化(その中核には記億が位置する)など、国家形成

を促進した他の重要な要因にも目配りすることにより、ブルクハルト説は、「戦争と国家」を総合的に論ず

る射程を獲得することを目指してぃる。この点からすれぱ、ブルクハルトの議論は、「軍事革命」論を超え

ようとする試みとして読まれるべきであろう。

近世ヨーロッパにおける戦争と国家形成

私たちの共同研究は、対照的な二っの事例から、「軍事革命」論の不足を補い、その射程をさらに拡張し

うる議論を提起することができた。すなわち、一方で、「軍事革命」の「典型コ例と見なされてきたスウ

エーデン、他方で、「軍事革命」の影響が遅れて及んだ「辺境」地域、もしくは「軍事革命」が r不発」に

終わった地域として言及されてきたポーランド・りトアニア共和国の事例である。以下では、二っの事例に

もとづく議論について、概括的に紹介することにしたい。

「軍事革命」と国家形成をめぐる議論において、近世スウェーデンはっねにその噌矢として論じられてき

た。北方の辺境国であったスウェーデンが]7世紀に急激に勃、し、国際戦争での軍事的優位を確保しえたこ

とに対する関心から、当時のスウェーデン国家は、「軍事革命」を実現し、近代国家の原型となる集約的な

国家ネ碧営の先郭けとしてイメージされることになった。しかしながら、古谷大輔によれぱ、「軍事革命」論

によって主張された軍事国家としてのスウェーデン・イメージには限界があるとされる。なぜなら、外地で

の戦争におけるスウェーデンの城術的優位は1630-32年という短期問に限られており、戦争'がドイツにおい

て長期化するにっれて、国内の人的資源動員に基盤をおいた軍隊の構成では対処が不可能になったからであ

る。実際には、バルト海世界に広範囲に及ぶ資源動員にもとづいてスウェーデンの対夕付愛争は遂行されたの

だが、従来の「軍事革命」論においてはこうした実態に目が向けられることはなかった。

スウェーデンが対外戦争を遂行するためには、新たな戦術や統治の情報、兵員・借入金といった人的'物

的資源にっいて、ノリレト海世界のネットワークに依拠せざるをえなかったこのネツトワークにもとづいて

(2)「軍二革命」の「典型」と「辺 から」

32)このような動向を代表する研究としては、次のものがある。 Beni即a von Krusenstjern und Ha船

Medick (Hrsg.), zwischιπ A11tag luld Katastブ0つhe. Dcr Dアι1βlkiahπ宮ι 1くブiιg atιS dιア<1αhι, Gottingen
1999.ドイッにおける研究動向に触発されて、わが国においても、歴史的観点から軍隊を考える研究会

(「軍隊と社会の歴史」研究会)が2001年に結成された。同研究会による共同研究の成果として、以下の

文献が刊行されてぃる。阪口修平・丸畠宏太編 r軍隊」(近代ヨーロッパの探求12)、ミネルヴァ審房、
2009年。ラルフ・プレーヴェ、阪口修平監訳、丸畠宏太・鈴木直志訳 r19世紀ドイツの軍隊・国家・社

会」創元社、 2010年。

33)大久保、前掲論文、 159-161頁。

34) Burkhardt,'下riedlosigkeit", PP.541-548.ブルクハルト、鈴木訳「平和なき近世(下)」 95 -101頁
35)次の研究も参照、。 peter Burschel. sbld?1el bπ<r0ナ.d加ιStdι託tschlaπd dιS 16. tιπd 17.ノαhアj11Uldιrts

S02ialgιSchichガicheshイdiι11,Gott山gen 1994.このような研究動向をふまえて著された研究の一例として、
つぎの拙稿も参照、されたい。渋谷聡「三十年戦争における r宿営社会」」、前川和也編 r空間と移動の社
会史」ミネルヴァ1"房、 2009年、 309-333頁
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形成された、スウェーデンを核とする広域支配圏こそが、各地の様々な政治秩序や社厶藥団がスウェーー・ン

王のもとに寄り合う「複合国家」、すなわちバルト海帝国であった。このバルト海帝国に国家編成の続△軸
を提供したのは、軍事力を背景としたスウェーデン王の保護者としての権威であり、王と編入された地域と
の間に形成された軍事的な庇護関係が、スウェーデン王を核とする広域支配圏における統△の基盤をナ、して
いメ、いた。

一方で、遅れて影響が及んだ「辺境」地域として見なされてきたポーランド.りトアニアの事例は、「軍
事革命J 論の射程、とりわけその論理構造に対して、根本的な見直しをせまるものである「軍事革△,△
では、軍事技術や戦略上の革新が国家の行・財政構造における染権化をもたらし、社会に対してはその規律
化をもたらした、とされる。ところが、小山哲によれぱ、ポーランド リトアニアの事例からはむしろ、軍

事技術が変化しただけでは架権的な国家の形成には至らないことが示峅される「イタリア弌笆城材・ナと
の移転された技術が当該の社会にいかなるインパクトを与えるかは、これを工,け入れる側の社厶構告や国{
体制に大きく左右されるからである。

近世のポーランド'りトアニアは、ポーランド王国とりトアニア大公国を中心として複数の地域が△同す
ることにより成立した複合国家であり、シュラフタ身分が国王を選挙で選ぴ、議厶を中心として国政を軍声、
する貴族共和政国家であった0 シュラフタが騎兵(r軍事革命」論では正当な評価を戸けてぃナい)として
軍隊の主力を構成したポーランド・りトアニア軍は、王権による中央集権化や行.財政機構のザ充を促准す
る要因にはなりえなかった。

例えぱ、戦乱が引き続いた17世紀中葉において、兵士として従軍したシュラフタは、「軍亊集厶を核と
する軍隊内の自治制度に依拠し、財政基盤を強化するために共和国の国制を中央染権化することに対して、
総じて強い抵抗を示した0 また、17世紀をっうじて、共和国の議会政治の中心は全国議厶から地方議Aに移
行したが、この権力の遠心化も同時代に戦われた一迎の戦争・と深くかかわってぃる。かっては共和国の無政
府状態を引き起こした要因として否定的に見られてきたこの状況は、戦争状態への対武のーつのあり方とし
て再評価されっっある近年の評価によれぱ、戦乱に伴う国政の混乱に直而したシュラフタ村会は、軍事
財政上の椛限を中央から地方議会に移し、地方レベルの肉治を強化することにより、柔軟に国{の六・機に対
応することに成功したのである3刀。

西洋史学

ト海世界とスウェーデンの軍事革命

ここまでにおいて、諸国家体系(ウェストファリア体制)、宗派化、戦争(r軍亊革IP、●△)とい'=つの
論点から、戦争と国家形成に関するプルクハルトの畿論を検討してきメ,「箪事革厶勢が、どち、かとい
えぱ後の国民国家にっながりうる、染椛的な国家形成に重点をおいてきたのに対し、「複厶国家における
社会構造と政治体制の有'り様を理解するうえでより適切な射程と方法綸を、プルクハルト説は択弌してぃる
ように思われる0 その立論において、近世ヨーロッパにおける諸国家体系の升勿戊という埀要六問題を正面に
据えたことが、このことを可能にしたと考えられよう。ネイションの形成が進みっっも、トランスナ、ナ
ルな傾向を色濃く1勾包していた、近世ヨーロッパの特徴は、諸国家体予の形成と表裏一体をナ、すもの門あっ
たからである0 さらには、宗派形成と宗派化、歴史的政治文化と記憶の問題など、複△国家の形成を促粒す
る他の重要な要因にも目配りがなされてぃることが、議論に厚みをもたらしてぃる。

もっとも、すでに述べたように、プルクハルトの議論が、ドイッ史学に固有の文脈をふまえっっ、神聖
ローマ帝国の国制料鯏1みを再評価することを前提として許想されたことには、一定の助保が付されねぱナ、
ない0 そのうぇで我々に求められているのは、プルクハルトの議論から触発されっつ帝国をふくむ中欧を
こえて、ヨーロツパ東部から大西洋沿岸、さらには植民地空問までをも視野に入れながら、斤世ヨーロ、、パ
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36)ここまでの論述は、以下の文献による。古谷大輔「近世バル
谷編 r研究成果報告書」 38-43頁。

37)ここまでの論述は、以下の文献による小山、前掲論文、 47-50頁



における「恒常的戦争状態」の歴史的意味を再検討することである。

ともあれ、わが国の学界において、「近世ヨーロッパにおける戦争と国家形成」に関するブルクハルトの

シェーマがさらに議論の対象とされ、これを契機としてさまざまな個別研究が発展することを祈念しつつ、

本稿を閉じることにしたい。

付記:本稿を脱稿後、明石欽司氏による単著の存在を知った(明石欽司 rウェストファリア条約^その実

像と神話』慶應鞍塾大学出版会、 2009年)。本稿を補う研究として、参照されることをお薦めしたい。

(島根大学教授)

近世ヨーロッパにおける戦争・と国家形成
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